
鳥取県病院局に勤務する職員の職の設置に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成25年３月29日

鳥取県営病院事業管理者 柴 田 正 顕

鳥取県病院局管理規程第４号

鳥取県病院局に勤務する職員の職の設置に関する規程の一部を改正する規程

鳥取県病院局に勤務する職員の職の設置に関する規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第２号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

院長、理事監、副院長、局長、副局長、部長、セ 院長、理事監、副院長、局長、副局長、部長、セ

ンター長、副センター長、医長、副医長、看護師 ンター長、副センター長、医長、副医長、看護師

長、副部長、室長、副室長、副看護師長、臨床検査 長、副部長、室長、副室長、副看護師長、臨床検査

主任、薬剤主任、臨床心理主任、理学療法主任、作 主任、薬剤主任、臨床心理主任、理学療法主任、作

業療法主任、言語聴覚主任、視能訓練主任、臨床工 業療法主任、言語聴覚主任、視能訓練主任、臨床工

学主任、看護主任、管理栄養主任、歯科衛生主任、 学主任、看護主任、管理栄養主任、歯科衛生主任、

診療放射線主任、課長、参事、課長補佐、主幹、係 診療放射線主任、課長、参事、課長補佐、主幹、係

長、副主幹、機械技師、電気技師、臨床検査技師、 長、副主幹、機械技師、電気技師、臨床検査技師、

医師、歯科医師、薬剤師、臨床心理士、理学療法 医師、歯科医師、薬剤師、臨床心理士、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工 士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工

学技士、看護師、准看護師、助産師、管理栄養士、 学技士、看護師、准看護師、助産師、管理栄養士、

歯科衛生士、診療放射線技師、主事、医療ソーシャ 歯科衛生士、診療放射線技師、主事、医療ソーシャ

ルワーカー、診療情報管理士、企業出納員、現金取 ルワーカー、診療情報管理士、企業出納員、現金取

扱員、運行管理主任、物流管理主任、メッセンジャ 扱員、運行管理主任、物流管理主任、メッセンジャ

ー長、ボイラ技士長、調理師長、副調理師長、現業 ー長、ボイラ技士長、調理師長、副調理師長、自動

主事、自動車整備士、運転士、交換手、ボイラ技 車整備士、運転士、交換手、ボイラ技士、調理師、

士、調理師、調理員及び医療助手 調理員及び医療助手

附 則

この規程は、平成25年４月１日から施行する。


